
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
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国

務

大
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宮 

澤 

喜 

一 

昭
和
六
十
三
年
五
月
三
十
一
日
受
領 

答

弁

第

三

四

号 
    

衆
議
院
議
員
滝
沢
幸
助
君
提
出
敎
科
書
の
檢
定
と
採
擇
制
度
及
び
其
れ
に
關
連
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
質
問
に 

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
一
二
第
三
四
号 

昭
和
六
十
三
年
五
月
三
十
一
日 

衆

議

院

議

長 
原 

 

健 

三 

郎 

殿 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
滝
沢
幸
助
君
提
出
敎
科
書
の
檢
定
と
採
擇
制
度
及
び
其
れ
に
關
連
す
る
問
題
に
つ
い 

て
の
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

(一) 

御
指
摘
の
教
科
用
図
書
検
定
基
準
の
項
は
、
日
韓
共
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
及
び
日
中
共
同
声
明
の
精
神
を
尊
重 

す
る
立
場
に
立
つ
て
発
表
さ
れ
た
昭
和
五
十
七
年
八
月
二
十
六
日
の
「
『
歴
史
教
科
書
』
に
つ
い
て
の
官
房
長 

官
談
話
」
の
趣
旨
を
受
け
、
教
科
用
図
書
検
定
調
査
審
議
会
の
答
申
に
基
づ
き
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、 

 

現
在
、
こ
の
項
を
廃
止
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

(二) 

教
科
書
検
定
は
、
教
科
書
の
記
述
が
、
教
育
基
本
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
五
号
）
に
定
め
る
教
育

の
目
的
及
び
方
針
並
び
に
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
定
め
る
そ
の
学
校
の
目
的
及 

び
学
校
教
育
の
目
標
に
一
致
し
た
も
の
、
学
習
指
導
要
領
に
の
つ
と
つ
た
も
の
、
客
観
的
か
つ
公
正
な
も 

 
 



(四) 

歴
史
教
科
書
の
検
定
に
お
い
て
は
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
学
問
研
究
の
成
果
に
基
づ
き
記
述
さ
れ 

(三) 

御
指
摘
の
原
書
房
発
行
の
「
新
編
日
本
史
」
教
科
書
の
検
定
に
際
し
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
文
部
大
臣

に
対
し
て
、
昭
和
五
十
七
年
の
官
房
長
官
談
話
の
趣
旨
に
配
慮
し
て
適
切
に
行
う
よ
う
に
と
の
一
般
的
な
指 

 

示
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
外
務
省
か
ら
も
右
官
房
長
官
談
話
の
精
神
を
踏
ま
え
検
定
作
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
が 

 

必
要
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
伝
え
ら
れ
、
右
官
房
長
官
談
話
の
趣
旨
に
対
す
る
配
慮
を
更
に
深
め
て
文
部
大 

 

臣
が
本
件
教
科
書
の
検
定
を
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。 

の
、
児
童
・
生
徒
の
理
解
力
な
ど
心
身
の
発
達
段
階
に
照
ら
し
て
適
切
な
教
育
的
配
慮
が
施
さ
れ
た
も
の
と 

 
な
る
よ
う
に
と
の
立
場
か
ら
教
科
用
図
書
検
定
基
準
に
基
づ
き
行
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
文
部
大
臣 

 
 

は
、
原
稿
本
審
査
合
格
の
条
件
と
し
て
、
修
正
意
見
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

教
科
書
検
定
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
、
法
令
の
規
定
に
よ
る
文
部
大
臣
の
権
限
に
基
づ
き
、
適
切
に
実 

 

施
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

四 

 



二
に
つ
い
て 

教
科
書
の
採
択
に
つ
い
て
は
、
臨
時
教
育
審
議
会
の
「
教
育
改
革
に
関
す
る
第
三
次
答
申
」
の
趣
旨
も
踏
ま 

 

え
、
本
年
度
、
学
識
経
験
者
等
の
協
力
を
得
て
教
科
書
採
択
の
在
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
い
、
適
切
な 

 

採
択
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

ま
た
、
教
科
書
の
採
択
は
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
及
び
市
町
村
教
育
委
員
会
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
と
責 

 

任
に
基
づ
き
、
適
正
か
つ
公
正
に
行
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
職
務
の
適
切
な
執
行
を
妨
害
す
る
行
為
等
に 

 

よ
り
採
択
結
果
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
適
切
な
対
応
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
指
導
し
て
い 

 

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
審
査
を
行
つ
て
お
り
、
必
要
な
場
合
は
、
児
童
・
生
徒
の
発
達
段
階 

 
 

に
即
し
て
、
多
様
な
考
え
方
が
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
記
述
と
な
る
よ
う
配
慮
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ 

 
 

る
。 

五 

 



三
に
つ
い
て 

(二) 

小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
国
語
科
の
教
科
書
に
お
い
て
、
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
は
、
現
代
口
語 

文
に
お
い
て
は
「
現
代
仮
名
遣
い
」
（
昭
和
六
十
一
年
内
閣
告
示
第
一
号
）
を
用
い
る
こ
と
と
し
、
文
語
文
に
お

い
て
は
原
則
と
し
て
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
用
い
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
漢
字
に
つ
い
て
は
、
使
用
す 

 

る
漢
字
の
範
囲
及
び
そ
の
使
用
法
は
「
常
用
漢
字
表
」
（
昭
和
五
十
六
年
内
閣
告
示
第
一
号
）
に
よ
る
こ
と
と 

し
、
原
典
を
そ
の
ま
ま
載
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
な
ど
に
は
こ
れ
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て 

 

(一) 

学
習
指
導
要
領
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
の
教
育
課
程
審
議
会
の
答
申
を
受
け
て
、
現
在
、 

改
訂
の
た
め
の
検
討
を
行
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
小
学
校
及
び
中
学
校
に
つ
い
て
は
昭
和
六
十
三
年
末 

 

を
目
途
に
、
ま
た
、
高
等
学
校
に
つ
い
て
は
昭
和
六
十
四
年
春
ご
ろ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
告
示
す
る
予
定
で
あ 

 
 

る
。 

な
お
、
現
在
、
御
指
摘
の
よ
う
な
罰
則
を
設
け
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

六 

 



 

七 

い
る
。
こ
れ
ら
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
適
切
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

四
に
つ
い
て 

教
育
基
本
法
は
、
我
が
国
の
教
育
の
理
念
と
基
本
原
則
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
今
日
、
広
く
定
着
し
て
い 

 

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
在
、
教
育
基
本
法
の
改
正
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 




